
 

 

１１１１    平成平成平成平成30303030 年第年第年第年第2222 回定例会議案回定例会議案回定例会議案回定例会議案についてについてについてについて    

 

(1) (1) (1) (1) 議案議案議案議案のののの内訳内訳内訳内訳    

・専決処分の承認を求めることについて        ２件 

・条例の一部改正について              ５件 

・平成３０年度補正予算               ３件 

・工事委託契約及び変更契約の締結について      ２件 

・市道路線の認定について              １件 

・人事に関する案件                １５件 

合計                       ２８件 

 

(2) (2) (2) (2) 議案議案議案議案のののの概要概要概要概要 

① 報告第２号「小美玉市税条例の一部を改正する条例の専決処分」については，地方税 

法及び地方税施行令の一部を改正する法律の施行に伴い，所要の改正を行ったもので 

す。 

② 報告第３号「小美玉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分」につい 

ては，地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い，所要の改正を行ったも 

のです。 

③ 議案第５０号「小美玉市税条例の一部を改正する条例」については，地方税法の一部 

改正に伴う固定資産税に関する軽減特例を追加し，また，入湯税に関する項目を追加 

し課税対象等基準を定めることに伴い，所要の改正を行うものです。 

④ 議案第５１号「小美玉市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例」につい 

ては、茨城県医療福祉対策要綱等の改正により，県の医療費公費負担制度（マル福） 

の小児の入院に対する対象年齢が高校３年生相当まで拡大されること等に伴い，所要 

の改正を行うものです。 

⑤ 議案第５２号「小美玉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例」については，就学前の子どもに関する教育， 

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い，所要の改正を行うもの 

です。 

⑥ 議案第５３号「小美玉市基金条例の一部を改正する条例」については，新たに，幼児 

教育の充実のために必要な資金を積み立てることを目的とし，幼児教育振興基金を設 

置するため，所要の改正を行うものです。 

⑦ 議案第５４号「小美玉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例の一部を改正する条例」については，厚生労働省の基準が改正されたことに伴 

い，所要の改正を行うものです。 

⑧ 議案第５５号「平成３０年度小美玉市一般会計補正予算」については，歳入歳出それ 

ぞれ７,４４９万７千円を減額し，歳入歳出予算の総額を２４９億２,５５０万３千円と 

して提案するものです。 

⑨ 議案第５６号「平成３０年度小美玉市下水道事業特別会計補正予算」については，歳 

入歳出それぞれ６２０万円を増額し，歳入歳出予算の総額を１６億８,９７０万7千円 

として提案するものです。 

 

 



 

 

⑩ 議案第５７号「平成３０年度小美玉市農業集落排水事業特別会計補正予算」について 

は，歳入歳出それぞれ３１０万円を増額し，歳入歳出予算の総額を２億７,９２３万３ 

千円として提案するものです。 

⑪ 議案第５８号「工事委託契約の締結」については，市道 小１０９１６号線の平成３０ 

年度道路整備事業において，工事委託契約を締結するにあたり，地方自治法及び市条 

例の規定に基づき提案するものです。 

   ⑫ 議案第５９号「工事委託契約の変更契約の締結」については，常磐線羽鳥駅 橋上駅舎 

化 及び 東西自由通路新設工事に伴い，東西自由通路に接続するエレベーターの規格 

変更が発生したため，原契約１９億２２１万６千円に変更額９,８２８万円を増額し， 

変更契約額２０億４９万６千円として，工事委託契約の変更を提案するものです。 

  ⑬ 議案第６０号 市道路線の認定については，開発による宅地造成に伴い寄附を受け 

た道路を市道美1641号線，美1642号線として認定するものです。 

 ⑭ 議案第６１号から議案第６４号までの「情報公開審査会委員」の委嘱について及び議 

案第６５号から第６８号までの「個人情報保護審査会委員」の委嘱については，制度 

の性質上，同一の方をそれぞれお願いしているところですが，両審査会とも平成３０ 

年６月３０日で任期が満了となりますので，現在，委員である久保田 智子氏，金子 政 

巳氏，髙野 晴夫氏の３名の再委嘱とともに，新たに，亀田 哲也氏の委嘱につき同意 

を求めるものです。 

⑮ 議案第６９号公平委員会委員の選任につき同意を求めることについては，公平委員会 

委員であります長島 敬志氏が，平成３０年６月１９日をもって任期が満了となります 

ので再任したく，地方公務員法第９条の２第２項の規定により議会の同意を求めるも 

のです。 

  ⑯ 議案第７０号から議案第７２号までの「固定資産評価審査委員会委員」の選任につき 

同意を求めることについては，固定資産評価審査委員であります市村 勇氏 ，沼田 俊 

男氏 ，関  勇氏の３名が，平成３０年６月１９日をもって任期が満了となりますの 

で，再任したく地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものです。 

⑰ 議案第７３号 教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについては，現在， 

教育長であります加瀬 博正氏 が，平成３０年６月３０日を以って任期満了となりま 

すので，再任命したく，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規 

定により議会の同意を求めるものです。 

⑱ 議案第７４号及び議案第７５号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ 

いては，現在，教育委員会委員であります鶴町 庄二氏，山口 和弘氏が，平成３０年 

６月１９日を以って任期満了となりますので，再任命したく，地方教育行政の組織及 

び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものです。 

 

 

 

 

    
◇問い合わせ先（議案） 

総務部 総務課 庶務係 

℡0299-48-1111（内線1282） 


